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八八八潮潮潮市市市木木木曽曽曽根根根地地地区区区ののの堤堤堤防防防ががが完完完成成成いいいたたたしししままましししたたた 

出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページ
（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa）に掲載しています。

八潮市木曽根地区で施工しておりました「H１９木曽根下流築堤工事」（施工者：常陽建設株式会社）

が、平成２１年６月２５日に無事完成いたしました。 

工事施工中におきましては、近隣地域の皆様及び河川を利用される皆様には大変ご迷惑をおかけい

たしておりました。この場をお借りして御礼を申し上げます。 

施 工 前 （工事起点） 施 工 後 （工事起点） 
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     線部分が当

出張所の管理区域です。 
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H19 木曽根下流築堤工事

H20 六木護岸工事

H20 高砂護岸工事 

芝の養生に、ご協力下さい 

新たな堤防には、降雨などにより堤防の法

面が傷むのを防ぐため芝を張っています。築

堤工事は完了いたしましたが、芝がしっかりと

根付くまでは、芝を張った箇所への立入を禁

止させていただきます（現在、杭とロープにて

立入規制をさせていただいております）。 

芝が根付く前に人が立ち入ると、右の写真

のように芝がはがれてしまい堤防本来の機能

が発揮できなくなってしまいます。近隣地域の

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理

解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

１０月中旬より、次の工事が始まりますのでお知らせいたします。 

（詳細は今後の「中川下流だより」で紹介いたします） 

① 工事件名：Ｈ２０六木護岸工事（施工者：石橋建設工業株式会社） 

中川右岸（東京都足立区佐野一丁目付近）の堤防を強化する工事 

② 工事件名：Ｈ２０高砂護岸工事（施工者：古久根建設株式会社） 

中川左岸（東京都葛飾区高砂五丁目付近）の堤防を強化する工事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成２１年度の河川法申請受付件数 

河川法の条項等 
H21 年度 

（４月～８月） 
H20 年度 H19 年度

第２４・２６条 １１件 ６０件 ６２件

第５５条 ８件 ２８件 ３１件

一時使用 １５件 ２１件 ３０件

その他 ２件 ０件 ４件

   

河川法第２４条 土地の占用許可 

河川法第２６条 工作物の新築などの許可 

河川法第５５条 河川保全区域での行為の制限 

一時使用 河川の一部を一時使用 

☆堤防の近くで盛土や掘削を行う場合には、河川法の手続きが必要とな

る場合がありますので、出張所に確認をお願いします。 

あ と が き 
「中川下流だより」（第７号）の発行から今回の第

８号までに４ヶ月を要してしまいました。執筆者に

文才がないことから、どうしても他の仕事が優先と

なってしまい、このような事態になってしいました。

「中川下流だより」の発行を待っておられた方に

は、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。

 今後は中川下流出張所の情報発信ツールであ

る「中川下流だより」を充実させ、 

皆様にわかりやすい事業の説明 

をしていきたいと思っております。 

 「中川下流だより」をこれからも 

よろしくお願いいたします。 

芝がはがれてしまった法面 


